
【Copyright(C) 2011 GEO-ENVIRONMENTAL PROTECTION CENTER. All rights reserved.】 

不具合事例  整理番号 A-01-002   

タイトル 保護具の着用！（水銀ガス） 

工種  調 査    対 策 フェーズ   計 画    作業中 

対象汚染物質 水銀 

土地履歴    宅地    工場跡地    特定有害物質使用工場    その他 

説明図 「適切な保護具を選んで着用！」 

 

 

作業内容 水銀による汚染土壌が有る場所での作業 

使用機器 ― 

不具合事項 

・水銀による汚染土壌が有る場所で、作業を行っていた時に気分が悪くなった。 

予防措置（計画者・監督者・作業員） 

・十分な換気設備の設置及び運転管理の実施。（計画者・監督者） 

・保護具（防毒マスク・ゴーグル・手袋・防護服等）着用の徹底。（計画者・監督者・作業員） 

・作業場の空気中の水銀量の定期的な測定の実施。（計画者・監督者） 

・事前に緊急時の作業員用、職長用、責任者用の作業手順書を作成しておく。（計画者・監督者・作業員） 

 

応急措置 

・気分が悪くなった場合には周囲に伝え、新鮮な空気のある場所に緊急避難して安静にする。 

・周囲の作業員は速やかに現場の状況について、職長を通じて責任者に報告する。 

・職長は、気分の悪くなった作業員を新鮮な空気のある場所に緊急避難させ、保護マスク等を取り外し休ませるととも
に責任者に報告する。 

・駆けつけた責任者は、作業員の状態を判断し、救急車の手配や医師による診察等の措置を取る。 

・二次災害防止のため、覆土やシート掛けで、発生源の応急遮蔽を行う。 

・屋内では十分な換気対策、屋外では周辺への拡散防止対策を実施する。 

その他、留意事項 

・定期的な空気中の水銀量の測定の実施。 

・作業後の、入浴、うがいなどの励行。 

・頭痛、不眠、手指のふるえなどの自他覚症状が現れたら、直ちに医師の診察を受ける。 

関連法規等､出典 労働安全衛生規則第三編第二章(保護具等)第 593、596、597 条、特定化学物質等障害予防規則 

キーワード 水銀ガス、保護具 

発生頻度  多    中    少 重大性  致命的   重 大   軽 微
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KY シート  整理番号 A-01-002  平成     年     月     日     曜日

タイトル 保護具の着用！（水銀ガス） 

説明図 「適切な保護具を選んで着用！」 

  

 

作業内容 水銀による汚染土壌が有る場所での作業 

指示事項 

・保護具着用を徹底すること！ 

・十分な換気設備を設置し、適切な運転管理を実施すること！ 

・作業後の、入浴、うがいなどをしっかりと！ 

どんな不具合が起こりうるか？ 

      

だから私たちはこうします 

      

本日の重点施策       ヨシ!! 

サイン       
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